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令和８年６月森町議会定例会 

議 員 一 般 質 問 

                                 令和８年６月２３日（火） 

 

質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第１ 

６番議員 

清水 健一 

一問一答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 太陽光発電

設置条例につい

て 

全国的に太陽光発電設備の設置に伴

う問題が発生している。町では令和３年

に森町太陽光発電設備の適正導入に向

けたガイドラインを策定した。ガイドラ

インは設計、施工、運営(維持管理)、廃

止、撤去の各段階で地域との調和が図ら

れるよう、事業者の遵守事項等を示した

ものと理解している。これは事業者への

協力要請型である。中山間地域や農地周

辺への設置が懸念されることから、適正

な設置及び管理に関し必要な事項を定

め、町民の安全安心及び自然環境保全を

図るため、法的拘束力のある「条例」が

必要ではないかと考える。 

（１） 全国では条例化が進んでいるが、

町は現在のガイドラインをどの

ように評価しているか。 

（２） 現在のガイドラインには法的拘

束力がなく、指導に限界があると

考える。届出義務や許可制を含む

条例制定の必要性について町の

考えを伺う。 

（３） 森町は急傾斜地や山林が多く、線

状降水帯による豪雨災害リスク

も高い。また、遠州の小京都・自

然景観との調和も重要と考えて

おり、地域特性を踏まえた抑制区

域指定が必要ではないか。 

 

     

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第２ 

３番議員 

髙木 幸広 

一問一答 １ 小・中学校

の熱中症対策に

冷凍庫の整備に

ついて 

近年、地球温暖化の影響により、夏の

暑さは「災害級」といえるほど過酷なも

のとなっており、森町においても、子ど

もたちの命と健康を守る熱中症対策は、

一刻を争う最重要課題である。 

環境省の熱中症予防情報によると、一

日のうちで最も気温が高くなるのは午

後２時から午後４時頃であり、まさに多

くの子どもたちが下校する時間帯と一

致し、熱中症のリスクに晒される時間帯

である。 

現在、児童・生徒たちは「ネッククー

ラー」や「冷感タオル」等を登校時に着

用しているが、これらは数時間で常温に

戻ってしまい、熱中症のリスクが高い下

校時には効果が失われている。 

そこで、森町の全ての小・中学校、全

ての学年に「ネッククーラー」や「冷感

タオル」等を常時冷やしておくための

「冷凍庫」の整備を検討されてはどう

か。 

 

     

教育長 



3 

 

質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第３ 

７番議員 

佐藤 明孝 

 

 

一問一答 １ 12 月 25 日

施行に伴う子ど

も性暴力防止法

日本版ＤＢＳ策

定に於ける進捗

状況について 

 教員による児童生徒性暴力防止法の

施行から４年が経過し、文部科学省が基

本指針の改定を進めているが、本年12月

25 日施行予定の子ども性暴力防止法日

本版ＤＢＳの取組みについては、子ども

家庭庁等関係機関から既にガイドライ

ンが示されている。当該防止法が対象と

する教員等の児童生徒に対する性被害

の特徴としては、圧倒的な権力関係、事

案の潜在性が強い、被害者と加害者の距

離感が近い、性加害は反復性と衝動性が

高い、一人の加害者から複数の児童生徒

が被害を受けるという事が考えられる。

この様な事を踏まえ当町としては当該

教職員に対する新規採用時や再調査方

法について如何に進めるか、また 12 月

25 日の施行に向けた当町の現在に於け

る策定状況はどうか、また関係機関との

構築状況等を踏まえ、次の点を伺う。 

（１） ガイドラインが示す新規採用職

員の再調査や現職職員からの調

査方法は聞き取りや誓約書等で

の自己申告となっている。初期段

階である聴取については、要領等

の指導・研修は考えているか。 

（２） 子ども家庭庁に於けるＤＢに登

録がない事件は、正に発覚してい

ないものであり、被当事者の自己

申告により判明するものと思料

され、調査に苦慮するものと考え

るが、この調査についてはどう

か。また子ども家庭庁ＤＢの登録

は義務化されているが、利用登録

はどうか。 

（３） 子ども性暴力防止法は事業者や

事業従事者に対する調査や取り

組みが主体となっている。しかし

息の長い根付いた制度とするた

めには、対症療法的なものだけで

なく、児童生徒に対する包括的な 

     

教育長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

   性教育により教員等からの性暴力を防

ぐことも重要と考えるがどうか。 

 

 

２ 森町の今後

の方向性につい

て 

太田町長は、現在３期目の町政運営を

担っている。３期目の公約に、森町のリ

ノベーションにより振興を図る、人口減

少対策に取り組む、企業誘致に取り組み

人口交流の推進を図る、森町の資源を最

大限に活用したまちづくりに取り組む

等を掲げている。３期目から２年が経過

している。これまで町長は公約を基に

数々の事業を進めてきている。そして最

近では、町の中心部の発展を願い、旧児

童館跡地の公園建設事業、新田赤松線築

造事業や災害箇所の復旧事業等を進め、

最近では藤江勝太郎家やアクティ森の

改修事業にも取組まれている。町長の３

期目２年の事業を顧みると、森町の活性

化を図るための住み易い町、また来たく

なる町、また人口交流の増加を願った観

光誘客事業等、それなりの成果は感じら

れる。しかし移住定住等の人口増加に結

び付いていない。また企業誘致について

も新たな企業の進出はなく、中川下工業

団地の開発が進められている状況では

あるが、更なる新規の開発がなされてい

ない。森町はスマートインター周辺、天

竜浜名湖鉄道各駅の周辺、中山間地域の

開発、袋井森町インター通り線沿線の開

発等更には森町の持つポテンシャルと

して、豊かな自然や伝統文化また特産物

の生産向上を目指した政策の推進等、資

源を最大限に生かす町政運営が森町の

向かうべき方向と考える。 

 森町の今後を考えるに、正に改革的な

町政運営が必要であり、特産物の多い農

業関係で活路を見出すのか、茶産業で復

活するのか、また新たな企業誘致の為の

ライフラインの充実並びに工業用地の

開発に将来を託すのか、また豊かな自然 

 

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

   や神社、仏閣等伝統文化を前面に押し出

した観光業による誘客に力を注ぐのか、

考えを伺う。 

 

 

第４ 

２番議員 

小澤 由彦 

 

一問一答 １ 民生委員の

待遇と今後につ

いて 

現在森町では、主任児童員３名を含む

44 名の民生委員が活動している。ボラン

ティアによる活動であるため無報酬で

あり、活動費として県と町から合算で一

人あたり平均年 10 万円ほどの活動費が

支給されているが、活動内容に対して十

分とはいえず、なり手不足の要因となっ

ていることから、別角度からの支援が可

能か伺う。 

（１） 民生委員に森町消防団機能別消

防団の救護班の役職を与え、災害

時には避難所運営で対象者に対

し介護や支援を迅速に行ってい

ただく。そうすることで報酬の対

象となると思うが、町の見解はど

うか。 

（２） 訪問や見守りを受けている女性

の中には、男性の民生委員に相談

しにくいとの声があり、女性の民

生委員の増員が望ましいが、なり

手不足の現状では難しいと承知

している。将来的には女性消防団

員の拡充を図り、民生委員と兼務

する形にして防災指導と併せて

行ってはどうか。 

 

 

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第５ 

１番議員 

䬟原 雄太 

 

一問一答 １ 未来の森町

を支える学校の

あり方について 

少子化が進む中、学校教育を取り巻く

環境は著しく変化している。学校の規

模、部活動、教員の配置など、従来の仕

組み維持が難しくなりつつある。森町と

して、将来の教育環境をどのように考え

ているか伺う。 

（１） 今後の児童生徒数の予測（今後５

年、10年、15年）について伺う。 

（２） 「子どもたちにどのような教育

環境を残すか」との観点から、学

校再編に対する考え方を町とし

て整理しているか。 

（３） 全国的に小中一貫校が増えてい

るが、森町においては幼小中一貫

教育の現状はどうか。 

（４） 児童生徒の減少と部活動の地域

展開は切り離せない課題である

が、地域展開の現状について伺

う。 

（５） 活動場所の課題、指導者の課題等

をどのように捉えているか。 

 

 

教育長 

 

２ 児童生徒に

対する各種検定

の補助制度の創

出について 

静岡県教育大綱基本理念は「未来を切

り拓く人材の育成と社会を生き抜く力

を育む教育の実現」であり、人口減少、

変化の時代において、子どもたちに必要

なのは、未来を切り開き、社会を生き抜

く力である。 

（１） 漢検、数検、英検などへの挑戦は、

その力を育み、成功体験にもつな

がる貴重な機会となる。一方で、

受験料負担等により機会格差、ま

た、地域により支援の有無による

機会格差も生じる懸念もあるこ

とから、検定受験料への支援を検

討できないか伺う。 

 

 

教育長 

 

３ 首長や議員

等によるパワー

ハラスメント等 

３月の一般質問で職員に対するカスタ

マーハラスメント対応指針の制定を提

案し、前向きな回答があった。一方で、 

 

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

  の防止体制につ

いて 

近年、全国の自治体で首長・議員等によ

るハラスメント防止条例の整備が進ん

でいる。職員が安心して政策提案できる

環境づくりとして、全方位型の体制整備

が必要である。 

（１） 森町における首長、議員等のハラ

スメント防止体制の現状はどう

か。 

（２） ハラスメントに対する再発防止

策として当該条例を制定するケ

ースがあるが、他自治体で進む首

長、議員等を対象としたハラスメ

ント防止条例をどのように認識

しているか。 

（３） 人材の確保、政策提案できる環境

づくりの観点から、今後、条例や

指針を含めた制度整備について

伺う。 

 

 

  



8 

 

質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第６ 

４番議員 

佐藤 嘉彦 

 

一問一答 １ ジャンボタ

ニシ（スクミリ

ンゴカイ）とモ

グラによる水田

被害の実態と対

策について 

近年、水田におけるジャンボタニシに

よる水稲被害が深刻化している。ジャン

ボタニシは、田植え直後の柔らかい苗を

食害し、甚大な被害をもたらす。さらに、

生息域の拡大が強く懸念されるところ

である。 

また、モグラの掘削活動は、田の畔に

空洞を作り、そこから漏水や畔の崩壊を

招いている。これにより空洞の穴埋作業

が度々発生し、農家の修繕負担を増大さ

せているのが実態である。 

そこで、以下の４点を伺う。 

（１） ジャンボタニシによる被害面積

の推移、被害が顕著なエリアをど

のように把握しているか。 

（２） 現状のジャンボタニシ捕獲器購

入費補助に加え、石灰窒素等の登

録農薬の薬剤購入等に対する支

援策を検討する考えはあるか。 

（３） モグラによる被害を最小限に食

い止めるため、忌避剤や超音波機

器等の防除資材等の購入に対す

る支援について、町の見解を伺

う。 

（４） 生産者個人の取組だけでは、繁殖

力の高いこれらの生物による被

害を食い止めるには限界がある。

今後、①被害実態を迅速に集約・

共有できる体制整備、②個別の農

地単位ではなく、水系・集落単位

での一斉防除を支援する仕組み

づくり等、より効率的・組織的な

防除体制を構築する方針はある

か伺う。 

 

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

  ２ 太田川親水

公園左岸河川敷

の有効活用につ

いて 

令和８年度当初予算における「森のベ

ーションまちづくり実行予算」の執行

は、町の魅力を次世代へつなぐ重要な施

策であると認識している。町の中心を流

れる太田川は、本町の歴史的景観を形成

する象徴的な存在であり、地域資源の核

ともなるべきものであると考える。 

しかしながら、太田川親水公園左岸の

河川敷に目を向けると、これまで十分な

手が加えられておらず、雑草等が繁茂し

ている状況が見受けられる。「遠州の小

京都」森町の玄関口に近いエリアとし

て、現在の状況はブランドイメージとの

乖離を招いているのではないかと考え

る。 

そこで、貴重な資源である太田川親水

公園左岸の河川敷を、単に「草を刈る対

象」としてではなく、親水空間としてよ

り積極的に活用すべきと考える。川を活

用したまちづくりに取り組むことによ

り、地域住民のウェルビーイング（幸福

度）が一層高まるだけでなく、来訪者に

とっても「森のベーションまちづくり」

が目指す、地域資源を活かしたまちの魅

力を発信する場となるのではないかと

考える。 

以上のことから、次の３点について町

の見解を伺う。 

（１） 親水公園左岸河川敷の現状（景観

や維持管理の状態）について、町

はどのように評価しているか。 

（２） 県管理の河川敷を、町が親水空間

として整備・活用していくことの

可能性について、どのような認識

を持っているか。 

（３） 親水公園左岸河川敷の整備・活用

に向けた検討について、県との協

議を含め、今後、調査・研究を進

める考えはあるか。 

 

町 長 
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質 問 者 質問方式 質問事項 質問要旨 答弁者 

第７ 

８番議員 

川岸 和花子 

 

一問一答 １ 森町の森林

環境教育につい

て 

森町では３年にわたり、町内の全小学

５年生に旧三倉小学校での学校林や運

動場を活用して森林環境教育を行って

きており、実際に山林に入って木を感じ

ての充実した環境教育であると感じて

いる。 

しかし令和８年度当初予算において

は、森林環境教育予算が縮小されて各学

校での座学になった。今まで行ってきた

森林環境教育は、森町でしかできない貴

重な体験の機会であり、町の所有施設の

有効な活用であると考える。森林組合に

も協力してもらえる環境もあり、森町で

しかできない体験教育であると感じる

が、もう一度旧三倉小で実施してはいか

がか。 

 

 

教育長 

 


